
令和８年度農山漁村発イノベーション等支援業務委託仕様書 

 

１ 事業目的 

 農林漁業者等の所得向上や雇用拡大を図り地域農業の活性化を図るためには、農林漁業者等が地

域資源を最大限に活用し、新たな商品開発や販路開拓等に取り組む農山漁村発イノベーション（以

下、イノベーション）を推進することが重要である。 

 本業務では、県とともに滋賀県農山漁村発イノベーションサポートセンターを運営し、（１）支

援対象者に、マーケティングや商品開発等の専門家である滋賀県農山漁村発イノベーションプラン

ナー(以下、プランナー)を派遣するとともに、（２）農山漁村発イノベーションに必要な知見を得

るための研修を開催し、農山漁村発イノベーションの推進に資することを目的とする。 

 

２ 委託業務の内容 

（１）農山漁村発イノベーションプランナーの派遣等 

ア プランナーおよび支援対象者の選定・登録等を行うために開催する「地域検証委員会」を運営

すること（事前調整、委員および関係者への依頼・通知、資料作成、当日運営、議事録作成を含

む）。開催は、５月下旬以降、年６回程度とする。初回および最終回は対面を基本とするが、そ

の他は状況に応じオンラインを活用する。 

イ 本県イノベーションの推進あたって効果的な「プランナー候補」を提案すること。 

ウ 地域検証委員会での協議に先立ち、「プランナー候補者の面談」を実施すること（事前調整、

資料作成、当日運営、議事録作成等を含む）。面談は原則オンラインで実施する。面談において

は、県とともに候補者の制度の理解度、専門性、支援実績、論理性、協調性などを評価するとと

もに、候補者に対し、登録に向けた事務手続きや秘密保持等について理解を促すこと。 

エ プランナー派遣にあたり、必要に応じて、支援対象者の要望に応じた適切なプランナーを提案

すること。 

オ プランナー派遣にかかる事務を行うこと（事前調整、派遣依頼・通知、報償費および旅費等の

支払事務、支援報告書のとりまとめ等を含む）。プランナーの報償費・旅費の支払いは、滋賀県

農山漁村発イノベーションプランナー派遣実施要領に基づくものとする。なお、１回あたりの派

遣時間は３時間を基本とし、概ね120回の派遣を予定している。 

カ 支援対象者の経営改善状況調査や1年間の支援に対するアンケート等を実施し、とりまとめを

行うこと。 

キ 国が開設する「農山漁村発イノベーション中央サポートセンター」との連絡調整を行うこと。 

ク 農業者以外の事業者に対し、相談窓口として、相談対応、プランナー派遣時の同行支援、経営

改善戦略作成支援、支援シート作成等を行うこと。 

ケ 農山漁村発イノベーション支援制度紹介資料（チラシおよび冊子）、県内支援制度活用優良事

例の紹介資料を作成すること。作成にあたっては、支援制度活用促進に効果的な記事構成を検討

・提案し、必要に応じて支援制度活用事例の取材等を行う。 

コ 上記業務の実施にあたっては、農山漁村振興交付金（地域資源活用価値創出対策）実施要領（制

定３農振第2921号、令和４年４月1日農林水産省農村振興局長通知、以下、国実施要領）別記２

－２を参照し、県と密に連携・協議の上遂行する。 

 

（２）農山漁村発イノベーション研修の開催 

ア 農林漁業者等が経営感覚を持って農山漁村発イノベーションに取り組む能力を高めることを

目的とした研修カリキュラムを作成し、実施・運営すること。研修は全４回とし、うち３回は県



内会場で開催し、１回は日帰りによる先進事例研修とする。カリキュラムのテーマは商品開発、

体験型農業、農園カフェ、販路開拓、ブランド化、デザイン、デジタル技術等から、本県イノベ

ーション推進に効果的なテーマを提案すること。なお、県内会場開催３回のうち１回は、コスト

削減、販路拡大、資金調達等を効率的に行うためのデジタル技術をテーマに実施すること。 

イ 研修は、オンライン併用開催とし、事後には欠席者等に対して動画配信を行うこと。 

ウ 講師は農山漁村発イノベーションプランナーを基本とすること。研修内容は、講義に加え、先

進事例の紹介、個別相談、受講者同士の交流会等を効果的に組み合わせ、実践的な学びとなるよ

う企画すること。 

エ 研修終了後は、受講生に対し事後アンケート（理解度や当該年度のイノベーションの取組状況

等）を実施し、その結果をとりまとめること。あわせて、必要に応じ、相談窓口の紹介等のフォ

ローアップを行うこと。 

 

（３）その他業務を達成するために必要な業務 

 

３ 委託期間 

 契約日から令和９年３月16日（火曜日） 

 

４ 委託料  

委託料の上限額は予定価格12,154,000円（消費税および地方消費税含む）とし、委託料に計上でき

る経費は、国実施要領別記２－２の別表１の２を参照し、人件費の算定にあっては国実施要領別記２

－２第６を参照すること。なお、２（２）農山漁村発イノベーション研修の開催費用（デジタル技術

の活用研修は除く）は委託料全体の１/５以下とする。 

 

５ 報告書の提出について 

（１）県は受託者に対して、年度途中において、委託事業の進捗状況等について中間報告を求め、ま

たは実地に調査することができるものとする。 

（２）受託者は、本委託業務の完了後、業務完了報告書、委託業務の内容を取りまとめた報告書、委

託料精算書およびそれらを記録した電子記録媒体等を当仕様書６の納品場所に速やかに提出しな

ければならない。 

（３）実績報告書には、２で使用した各種様式や検証委員会議事録と資料、研修資料、アンケート結

果等を添付すること。 

 

６ 納品場所 

 滋賀県農政水産部みらいの農業振興課（滋賀県大津市京町４－１－１） 

 

７ その他 

（１）委託業務の履行に際し、他の者が著作権を有するものを使用し、問題が生じたときは、県に不

利益が生じないように受託者の責任においてこれを処理することとする。 

（２）本契約における成果物の著作権（著作権法第27条および第28条に定める権利を含む。）は、

４の委託料が支払われたときに受託者から県に譲渡されるものとする。受託者は、県および県が

指定する第三者に対して、著作者人格権を行使しないものとする。 

（３）委託業務の内容は、受託者からの提案に基づき県と協議の上、決定するものとする。 

（４）本業務を再委託する場合、事前に再委託の範囲および再委託先を県と協議し、了承を得るもの



とする。また、責任者の再委託は認めない。なお、再委託の範囲は受託者が責任を果たせる範囲と

し、再委託先に問題が生じた場合は、受託者の責任においてこれを解決するものとする。 

（５）県は、受託者が委託業務の実施にあたり、当該仕様書について定められた事項に反した場合に

は委託契約額の一部または全部を返還させる権利を有するものとする。 

（６）受託者は、今回の業務に関して県以外から委託業務による収入を得てはいけない。 

（７）受託者は、委託業務に係る経理の収支を明らかにするため、これに関する帳簿および証拠書類

を整理するものとし、委託業務が終了した日の属する会計年度の翌年度から起算して５年間これ

を保存しなければならない。 

（８）業務にあたっては、農山漁村振興交付金交付等要綱（令和３年４月１日付２農振第3695号）、

国実施要領や滋賀県農山漁村発イノベーションプランナー派遣実施要領等の関係法令を把握し、

県相談窓口（農産普及課）と連携して業務を行うこと。また、下記県ホームページを参照するこ

と。 

（https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/nougyou/ryutsuu/318263.html） 

（９）その他、委託業務の実施のために必要な事項については、県と受託者が協議の上、別に定める。 


